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◇◆市役所代表番号◆◇
　　☎ 58 - 2111（伊奈庁舎・谷和原庁舎共通）
　※旧谷和原村役場の番号（☎ 52 - 3141）にかけてもつながりますが、
　　谷和原庁舎への直通電話ではありません。（最初に伊奈庁舎の電話
　　交換室につながり、その後各課に転送されます。）

違法駐車はやめましょう。いざという時、緊急車両の通行の妨げになります。駐車は決められた場所へ。

電
波
利
用
保
護
旬
間

守
ろ
う
！
電
波
の
ル
ー
ル

　

総
務
省
で
は
、
6
月
1
日
㈮
か
ら

10
日
㈰
ま
で
を
「
電
波
利
用
保
護
旬

間
」
と
し
て
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
放

送
、
携
帯
電
話
な
ど
身
近
な
も
の
か

ら
、
警
察
・
消
防
・
救
急
な
ど
市

民
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
電
波
の
利

用
を
保
護
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。安
全
で
豊
か
な
社
会
の
た
め
に
、

電
波
は
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く
使

い
ま
し
ょ
う
。

　

  

関
東
総
合
通
信
局　

※
５
月
１
日
に
移
転
し
ま
し
た
。

●
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

☎
03
︲
６
２
３
８
︲
１
９
３
９

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

☎
03
︲
６
２
３
８
︲
１
９
４
５

●
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
相
談

☎
03
︲
６
２
３
８
︲
１
９
４
４

問 問

水
戸
地
方
法
務
局
か
ら

の
お
知
ら
せ

　

境
界
争
い
、
相
続
・
贈
与
・
売
買

な
ど
の
登
記
手
続
き
、
抵
当
権
の
抹

消
手
続
き
、
地
代
家
賃
の
供
託
手
続

き
、
戸
籍
の
届
出
方
法
、
成
年
後
見

制
度
、
サ
ラ
金
の
取
り
立
て
、
夫
婦
・

親
子
な
ど
家
庭
内
の
問
題
、
近
隣
と

の
ト
ラ
ブ
ル
、
セ
ク
ハ
ラ
、
子
ど
も

の
い
じ
め
、
Ｄ
Ｖ
問
題
な
ど
に
つ
い

て
、
法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

無
料
総
合
相
談
所
の
開
設

▼
日
時
＝
6
月
３
日
㈰　

午
前
10
時

　

～
午
後
4
時
（
土
浦
会
場
の
受
け

　

付
け
は
午
後
３
時
ま
で
）

▼
会
場

・
土
浦
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
土

　

浦
市
大
和
町
９
︲
２
）

・
龍
ヶ
崎
市
市
街
地
活
力
セ
ン
タ
ー

　
「
ま
い
ん
」２
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

　

ル
ー
ム
（
龍
ヶ
崎
市
４
２
６
４
︲

　

１
）

・
道
の
駅
し
も
つ
ま
２
階
研
修
室　

　
（
下
妻
市
数
須
１
４
０
）

▼
料
金
＝
無
料

　
　
　

水
戸
地
方
法
務
局
総
務
課

☎
０
２
９
︲
２
２
７
︲
９
９
１
１

特
設
人
権
相
談
所

無
料
相
談

　

家
庭
内
の
問
題
、
い
じ
め
、
同
和

問
題
、
セ
ク
ハ
ラ
、
近
隣
関
係
、
相

続
な
ど
、
心
配
ご
と
や
困
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
さ
れ
ま

す
。

▼
日
時
＝
６
月
１
日
㈮　

午
前
10
時

　

～
午
後
3
時

▼
会
場
＝
き
ら
く
や
ま
す
こ
や
か
福
祉

　

館

　

  

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
1
１
５
３
、１
１
５
４
）

問

測
量
と
地
図
の
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
２
０
０
７

　

国
土
地
理
院
の
「
地
図
と
測
量
の

科
学
館
」
に
お
い
て
、「
測
量
と
地
図

の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
０
７
」
を

開
催
し
ま
す
。楽
し
く
遊
び
な
が
ら
、

地
図
や
測
量
に
親
し
み
、
意
義
や
重

要
性
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
イ
ベ
ン

ト
で
す
。

▼
日
時
＝
６
月
３
日
㈰　

午
前
９
時

　

30
分
～
午
後
４
時
30
分

▼
場
所
＝
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

　

つ
く
ば
市
北
郷
１
番

▼
入
場
料
＝
無
料

・「
つ
く
ば
駅
～
国
土
地
理
院
」
間

　

の
無
料
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

・
入
場
者
に
は
す
て
き
な
グ
ッ
ズ
を

　

プ
レ
ゼ
ン
ト

　

  

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
総
務

部
広
報
広
聴
室

☎
０
２
９
︲
８
６
４
︲
６
２
５
５

問

５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間

で
す

　

赤
十
字
で
は
、
多
く
の
方
に
赤
十

字
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
そ
れ

国
民
生
活
基
礎
調
査
に
ご

協
力
く
だ
さ
い

　

６
月
７
日
㈭
、
谷
井
田
地
区
の
一

部
を
対
象
に
国
民
生
活
基
礎
調
査
が

行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
皆
様

の
生
活
の
実
態
を
把
握
し
、
健
康
で

明
る
く
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
た

だ
く
た
め
の
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ

ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
な
お
、
こ
の
調
査
は
７
月
12
日
㈭

に
も
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

つ
く
ば
保
健
所

☎
０
２
９
︲
８
５
１
︲
９
２
８
７

問

を
支
え
る
社
員(

会
員
）
や
寄
付
者

の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。
社
員
は

年
額
５
０
０
円
以
上
、
寄
付
者
は
自

由
な
金
額
で
そ
れ
ぞ
れ
活
動
資
金
に

協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
赤
十
字
の
一

員
と
し
て
、
地
域
や
国
内
外
へ
の
人

道
的
な
赤
十
字
活
動
へ
参
加
す
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
赤
十
字

活
動
資
金
に
資
金
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 　
　
日
本
赤
十
字
社
茨
城
県
支
部

☎
０
２
９
︲
２
４
１
︲
４
５
１
６

問 平
成
19
年
度
調
理
師
試

験
の
お
知
ら
せ

▼
試
験
日
時
＝
8
月
29
日
㈬　

午
前

　

10
時
～
正
午

▼
願
書
配
布
場
所
＝
県
内
各
保
健
所

▼
願
書
受
付
＝
７
月
19
日
㈭
、
20
日

　

㈮
の
2
日
間
県
内
各
保
健
所
で
受

　

け
付
け

　

  

つ
く
ば
保
健
所
衛
生
課

☎
０
２
９
︲
８
５
１
︲
９
２
８
７

申
問


